
団体生命共済（弔慰金）保障内容 

○ 弔慰金（死亡保険金・高度障害保険金）のお支払い 

○ 災害保険金のお支払い 

○ 障害給付金のお支払い 

    給付区分 

 

保険金額 

（契約額） 

病気による死亡 

又は高度障害 

不慮の事故又は所定の 

感染症による死亡 

不慮の事故により給付割合

表の第１級～第６級の身体

障害の状態になったとき 

弔慰金（死亡・ 

高度障害保険金） 

弔慰金＋災害保険金（弔慰

金と同額） 
障害給付金 

１５０万円 １５０万円 
３００万円 

（１５０万円＋１５０万円） 
第１級 

災害保険金額×１００％ 

 

※第１級の場合 

弔慰金（高度障害保険金）

＋障害給付金（弔慰金と同

額）の金額が支払われま

す。 

第２級 

災害保険金額×７０％ 

第３級 

災害保険金額×５０％ 

第４級 

災害保険金額×３０％ 

第５級 

災害保険金額×１５％ 

第６級 

災害保険金額×１０％ 

 

 

 

 

 

 

１４０万円 １４０万円 
２８０万円 

（１４０万円＋１４０万円） 

１３０万円 １３０万円 
２６０万円 

（１３０万円＋１３０万円） 

１２０万円 １２０万円 
２４０万円 

（１２０万円＋１２０万円） 

１１０万円 １１０万円 
２２０万円 

（１１０万円＋１１０万円） 

１００万円 １００万円 
２００万円 

（１００万円＋１００万円） 

  ９０万円   ９０万円 
１８０万円 

（９０万円＋９０万円） 

  ８０万円   ８０万円 
１６０万円 

（８０万円＋８０万円） 

  ７０万円   ７０万円 
１４０万円 

（７０万円＋７０万円） 

  ６０万円   ６０万円 
１２０万円 

（６０万円＋６０万円） 

  ５０万円   ５０万円 
１００万円 

（５０万円＋５０万円） 

  ４０万円   ４０万円 
８０万円 

（４０万円＋４０万円） 

 ３０万円   ３０万円 
６０万円 

（３０万円＋３０万円） 

 ※給付割合表については、千葉県町村会共済事業課宛てご照会ください。 

 

 


